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去る10月18日の岡崎市議会議員一般選挙において
広重あつし君は無事当選することが出来ました。
本来であれば、本人が支援者の皆様お一人お一人

にごあいさつに伺いたいところではございますが、
公職選挙法第178条で選挙後のあいさつ行為は禁止
されております。
以降は、定期的に活動報告をさせていただく中で

皆様の声をお聴きし、伺った声を市政に反映できる
よう後援会としてもバックアップしてまいりますの
で、ご理解の程、よろしくお願いします。

◎後援会長あいさつ（本多靖司）

◎11月臨時議会から（廣重）
最大の懸案が、中根新市長が公約に掲げたコロナ対策「全市民への5万円

還元」、そのために約200億円の予算の組替えを行う、というもの。

選挙期間中、実現に向けた約200億円はコンベンションホールの中止による

80億円と財政調整基金(市の貯金)120億円で賄うと訴えていましたが、前者は

まだ予算化されておらず、財政調整基金もコロナ対策等ですでに1/3は使って

おり、81億円しか残っていない、というのが実態。

上記を踏まえ、市長からはこれまで目的を持って積み立ててきた5つの基金

も取り崩すという案が提示されましたが、これを実施すると例えば令和3年度

の六ツ美西部小学校の改修工事が止まる。（屋根、外壁、トイレ、空調他）

また、いざという時の備えが無くなり、市民サービスの低下にもつながる

ということで、共産党以外全員の反対で否決。

◎12月定例会 一般質問 （廣重）
12月定例会で「コンベンション施設について」一般質問。

以前から、世界最先端の研究施設があり、モノづくりを

支える企業が集まり、観光資源も豊富な岡崎市には会議、

展示会、イベントを催せる施設が必要だと思っていました。

総事業費は15年間の維持運営費併せ税抜きで約80億円

ですが、経済波及効果は322億円と試算されています。

私自身、学術会議や展示会で訪れた都市はいずれも魅力的で活気があり、

岡崎市もこういう都市の仲間入りすることを期待していました。

残念なのが、このコンベンション施設を、箱モノか福祉か、といった二者

択一の議論にされたこと。福祉にはお金が必要で、そのお金を持続的に生み

出す好循環の道具がコンベンション施設で、相反するものではありません。

新市長の下、現計画は中止手続きに入りましたが、岡崎市の将来のために

ここにふさわしいコンベンション施設の実現に向け、尽力して参ります。
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①土井支川脇生活道路へのガードレール設置（赤渋四区、法性寺二区要望）

・大雨時に度々、用水が溢れ、道との境界があいまいに

なり、転落の危険が指摘されている場所。

・南の直線部はガードレールの設置が完了していますが

さくら日和の東部分は、クランクしており、道幅との

関係から反射ポールのみ立てていましたが、抑止効果

が十分ではなく、本対策が待たれていた。（右写真）

・今回、設置業者にも来てもらい、ガードレールを曲げ

水路ギリギリまで寄せることで、道幅を確保し転落

防止を図ることで、両総代も同意。(年度内実施予定）

・水が溢れないための根本施策は、少し時間がかかりますが継続検討。

②六ツ美北部小学校運動場水捌け対応（六ツ美北部小学校要望）

・運動場の下に設置している透水管に不具合が発生しており、極端に水捌け

が悪くなっており、運動会等の行事に

影響を与えている件、運動場の一部を

掘り起し、透水管1本を改修すること

で改善が見込めるとの施設課回答。

・右図の80ｍに渡る区間70㎝掘り起し、

透水管を入れ替えるのに工期が2週間

かかるため、令和2年度卒業式終了後

に開始する方向で調整中。
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◎岡崎市の取り組み関連

①新型コロナウイルスワクチン予防接種体制確保事業

・米ファイザー社のワクチンが既に英国、米国で承認され、接種が始まって

いるのはご存知の通りですが、日本でも申請～承認の期間を大幅に短縮し

早ければ春頃から使用が可能になる予定。

・12月定例会において、市民全員2回分の予防接種費用54億6,744万円の

補正予算(債務負担行為)を可決。(ワクチン代はこれとは別に国が負担)

・準備が整えば令和2年度内であっても優先対象者(高齢者、基礎疾患を持つ

方、医療関係者等)から接種がスタートできる体制を整備していきます。

②ひとり親世帯臨時特別給付金給付業務

・国の第2次補正予算に基づき、児童扶養手当受給世帯等に1世帯50,000円、

第2子以降1人につき30,000円を再支給。(まだの方は2/26までに申請を！)

・直近の収入が対象となる水準に下がった方も給付の対象。

◎地域要望への対応状況（主なもの）


